
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
二
三

山
梨
県
公
報

第
二
百
八
十
二
号

令
和
四
年

五
月
九
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
二
三

　

の
設
置

公

告

○
県
税
等
の
収
納
事
務
の
委
託	

二
二
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出	

二
二
三

○
公
共
測
量
の
実
施	

二
二
四

○
基
本
測
量
の
終
了
（
二
件
）	

二
二
四

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
二
四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

不
祥
事
事
案

に
係
る
原
因

究
明
委
員
会

甲
府
地
方
裁
判
所
令

和
四
年
（
わ
）
第
三

十
九
号
に
お
い
て
対

象
と
さ
れ
て
い
る
農

政
部
職
員
に
よ
る
恐

喝
・
収
賄
・
強
要
事

件
に
係
る
、
原
因
究

明
に
関
す
る
事
務

三
人

弁
護
士

令
和
四
年
五

月
九
日
か
ら

令
和
四
年
六

月
三
十
日
ま

で

農
政
部
農

政
総
務
課

公　
　
　

告

◉　

県
税
等
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
県
税
等
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

委
託
事
務
の
範
囲

法
人
二
税
等
（
法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
）
、
個

人
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
税
、
自

動
車
税
種
別
割
、
鉱
区
税
及
び
県
固
定
資
産
税
に
係
る
本
税
、
延
滞
金
及
び
加
算
金
に
つ
い
て
四
に

掲
げ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
電
子
機
器
に
よ
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
収
納
し
、
そ
の
収
納
金

を
指
定
金
融
機
関
（
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
規
則
第
十
一
号
）
第
二
百
四
条
第
一
項
に

定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
払
い
込
み
、
そ
の
収
納
情
報
を
山
梨
県
に
提
供
す
る
事
務

二　

委
託
の
相
手
方
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
電
子
機
器
に
よ
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
収
納
代
行

業
務
を
行
う
会
社
）

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
番
八
号　

株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番
七
号　

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

三　

委
託
の
期
間　

令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
電
子
機
器
に
よ
る
決
済
サ
ー
ビ
ス

決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
の
所
在
地
及
び

名
称

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
名
称

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号　

L

	
I
	N	

E　

P
a
y
株
式
会
社

L
I
N
E　

P
a
y

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

不
祥
事
事
案

に
係
る
原
因

究
明
委
員
会

甲
府
地
方
裁
判
所
令

和
四
年
（
わ
）
第
三

十
九
号
に
お
い
て
対

象
と
さ
れ
て
い
る
農

政
部
職
員
に
よ
る
恐

喝
・
収
賄
・
強
要
事

件
に
係
る
、
原
因
究

明
に
関
す
る
事
務

三
人

弁
護
士

令
和
四
年
五

月
九
日
か
ら

令
和
四
年
六

月
三
十
日
ま

で

農
政
部
農

政
総
務
課



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
四

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
上
市
之
瀬
地
内
外

三　

測
量
の
期
間　

令
和
四
年
四
月
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
ま
で

◉　

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
機
動
観
測
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
及
び
南
都
留
郡
鳴
沢
村

三　

測
量
の
期
間　

令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
機
動
観
測
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
富
士
吉
田
市

三　

測
量
の
期
間　

令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

武　
　

田　
　

信　
　

彦

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

三
井
住
友
ト
ラ

ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

西
野
敏
哉　

東
京
都
港
区
芝
浦

一
丁
目
二
番
三
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
貢
川
店　

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁

目
三
十
六
番
一
外

2　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

新
穂
芳
昌

代
表
取
締
役　

才
津
達
郎

代
表
取
締
役　

多
田
高
志

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十

番
地

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

多
田
高
志

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三

十
番
地

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
二
年
六
月
十
七
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
四
年
四
月
十
九
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
九
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
五

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条
の
十
四　

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
認
定
検
査
機

関
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
十
四
の
申
請
書
に
、
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定

に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安
定
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
認
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第

六
条
第
二
項
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
検
査
機
関
の
指
定
）

第
十
五
条
の
十
五　

法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
の
規
定
に
よ
る
認
定
は
、
認
知
機
能
検
査
又
は
運
転

技
能
検
査
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
十
三
の
十
五
の
認
定
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、

同
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
取
り
消
す
も
の
と
し
、
当
該

指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
十
六
の
指
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
十
五
条
の
十
六　

認
定
検
査
機
関
は
、
認
定
規
則
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
十
七
の
届
出
書
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
百
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
又
は
運
転
技
能
検
査
等
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
の
二
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
の
三
中
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
が
受
講
す
る
も

の
（
別
表
第
四
の
二
の
三
に
お
い
て
「
簡
易
講
習
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
れ
以
外
の
も
の
（
別
表
第
四

の
二
の
三
に
お
い
て
「
通
常
講
習
」
と
い
う
。
）
と
し
、
講
習
内
容
は
別
表
第
四
の
二
の
三
」
を
「
別

表
第
四
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
十
四
の
十
」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
の

八
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
又
は
運
転
技
能
検
査
等
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
記
様
式
第
十
四
の
十
一
」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
の
九
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
八
条
の
二
の
二
と
す
る
。

第
十
八
条
の
八
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
終

了
」
を
「
修
了
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
サ
ポ
カ
ー
限
定
免
許
の
審
査
の
方
法
等
）

第
十
九
条
の
四　

法
第
九
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
免
許
の
全
部
又
は
一
部
の

解
除
を
受
け
る
た
め
の
技
能
審
査
は
別
表
第
五
の
二
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

指
定
自
動
車
教
習
所
の
発
行
す
る
技
能
審
査
合
格
証
明
書
を
有
す
る
者
に
対
す
る
技
能
審
査
は
、

当
該
技
能
審
査
合
格
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
な
い
者
は
、
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
章　

運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
第
八
章　

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

法
第
百
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
診
断
書
の
提
出
命
令　

別
記
様
式
第
十
一
の
五
の
二

第
十
三
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能
検
査
等
」
に
改
め
、

同
条
中
「
第
百
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
転
技
能
検
査
等
）

第
十
三
条
の
三　

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
法
第
百
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る

運
転
技
能
検
査
等
（
以
下
「
運
転
技
能
検
査
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
及
び
法
第
百
一
条
の
四
第
五

項
に
規
定
す
る
書
面
の
送
付
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
二
号
」
を
「
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
若
年
運
転
者
講
習
の
手
続
等
）

第
十
五
条
の
二
の
二　

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
「
若
年
運
転
者

講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
三
の
二
の
申
請
書
を
指
定
講

習
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

公
安
委
員
会
は
、
若
年
運
転
者
講
習
の
受
講
者
に
対
し
、
法
第
百
八
条
の
三
の
三
の
規
定
に
基
づ

き
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

若
年
運
転
者
講
習
に
関
す
る
細
目
は
、
別
表
第
一
の
三
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

4　

若
年
運
転
者
講
習
の
実
施
方
法
等
は
、
別
に
定
め
る
若
年
運
転
者
講
習
実
施
要
領
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

5　

若
年
運
転
者
講
習
を
終
了
し
た
者
に
は
、
別
記
様
式
第
十
三
の
三
の
三
の
講
習
終
了
証
明
書
を
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
四
中
「
又
は
初
心
運
転
者
講
習
」
を
「
、
初
心
運
転
者
講
習
又
は
若
年
運
転
者
講
習
」

に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
七
中
「
取
消
処
分
者
講
習
」
の
下
に
「
又
は
若
年
運
転
者
講
習
」
を
、
「
法
第
百
八
条

の
四
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
「
講
習
を
終
了
」
を
「
研
修
を
修
了
」
に

改
め
る
。

第
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

若
年
運
転
者
講
習　

別
記
様
式
第
十
三
の
十
一
の
二
の
若
年
運
転
者
講
習
結
果
報
告
書

第
十
五
条
の
十
三
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
六

は
、
提
示
）
し
て
公
安
委
員
会
に
別
記
様
式
第
十
六
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

現
に
受
け
て
い
る
運
転
免
許
証

二　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
技
能
審
査
合
格
証
明
書

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条　

削
除

「
第
八
章　

運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
第
八
章　

運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
機
関
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
機
関
」
に

改
め
、
同
条
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の

認
定
に
関
す
る
規
則
」
に
、
「
取
得
者
教
育
規
則
」
を
「
認
定
教
育
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
指
導
員
名
簿
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

指
導
員
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
」
に
、

「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
指
導
員
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
指
導
員
」
に
、
「
運
転
免
許
取
得

者
教
育
指
導
員
名
簿
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
指
導
員
名
簿
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
中
「
取
得
者
教
育
規
則
」
を
「
認
定
教
育
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス

ク
」
を
「
電
磁
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
取
得
者
教
育
規

則
」
を
「
認
定
教
育
規
則
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
七

別表第１の３の２（第１５条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
八

別
表
第
四
の
二
及
び
別
表
第
四
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
二
九

別表第４の２（第１８条の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
〇

別表第４の２の２（第１８条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
一

別
表
第
四
の
二
の
三
を
削
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
二

別表第５（第１９条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
三
九

別
表
第
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
〇

別表第５の２（第１９条の４関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
二

別
記
様
式
第
十
一
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
三

別記様式１１の５
２６

別記様式１１の５

診 断 書 提 出 命 令 書

年 月 日

住 所

殿

山梨県公安委員会 印

あなたは、認知機能検査の結果、「認知症のおそれがある」との判定を受け、

認知症のおそれ（疑い）があることから、道路交通法第102条第 項の規定に

より、下記のとおり、道路交通法施行規則第29条の３第３項に規定する要件を

満たす医師の診断書（認知症の専門医又は主治医（かかりつけ医）が作成した

診断書であって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められる

かどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの）を提出していただく

ようお願いします。

なお、やむを得ない理由なく診断書を提出しない場合は、

が拒否される

運転免許 が保留される こととなりますので、御注意ください。

が取り消される

の効力が停止される

また、提出された診断書が上記の要件（認知症の専門医又は主治医（かかり

つけ医）が作成した診断書であって、診断に係る検査の結果及び認知症に該当

しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの）

を満たさない場合、上記の運転免許の行政処分を行うか、改めて臨時適性検査

又は診断書提出命令を行うこととなりますので、御注意ください。

診断書の提出を命ず

る理由となった認知

機能検査等の結果

診断書の提出期限

診断書の提出先

備 考

※ この通知について、不明な点がある場合には、山梨県警察本部交通部運転免許課高齢運転者支援係

までお問い合わせください。

山梨県警察本部交通部運転免許課高齢運転者支援係
住所 南アルプス市下高砂８２５
電話 ０５５－２８５－０５３３（内線 ）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
四

別
記
様
式
第
十
一
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
五

別記様式第１１の５の２（第１３条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
六

別
記
様
式
第
十
一
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
七

別記様式１１の６（第１３条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
八

別
記
様
式
第
十
三
の
三
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
四
九

別記様式第１３の３の２（第１５条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
〇

別記様式第１３の３の３（第１５条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
一

別
記
様
式
第
十
三
の
十
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
二

別記様式第１３の１１の２（第１５条の１１関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
三

別
記
様
式
第
十
三
の
十
三
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
四

別記様式第１３の１４（第１５条の１４関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
五

別記様式第１３の１５（第１５条の１５関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
六

別記様式第１３の１６（第１５条の１５関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
七

別記様式第１３の１７（第１５条の１６関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

別
記
様
式
第
十
四
の
六
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
備
考
五
中
「
等
」
を
「
又
は
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

転
技
能
検
査
受
検
結
果
証
明
書
」
に
改
め
、
「
認
知
機
能
検
査
」
の
次
に
「
又
は
運
転
技
能
検
査
」
を

加
え
る
。

別
記
様
式
第
十
四
の
七
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

75歳
以
上
（
第
3分
類
）
の
講
習

75歳
以
上
（
第
1分
類
及
び
第
2分
類
）
の
講
習

75歳
以
上
（
運
転
技
能
検
査
受
講
済
）
の
講
習

75歳
以
上
（
運
転
技
能
検
査
該
当
無
）
の
講
習

75歳
以
上
（
運
転
技
能
検
査
受
講
済
）
の
講
習

75歳
以
上
（
運
転
技
能
検
査
該
当
無
）
の
講
習



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
五
九

別記様式第１４の７（第１８条の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
六
〇

別記様式第１４の８（第１８条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
六
一

別表様式第１４の９（第１８条の２の２関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
二
号
　
　
令
和
四
年
五
月
九
日

二
六
二

別
記
様
式
第
十
四
の
十
及
び
別
記
様
式
第
十
四
の
十
一
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
の
六
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同

様
式
備
考
二
中
「
受
講
済
み
に
」
を
「
受
講
済
み
の
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
の
七
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
ま
で　

削
除

別
記
様
式
第
三
十
七
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
申
請
書
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

の
認
定
申
請
書
」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

に
改
め
る
。

　

」別
記
様
式
第
三
十
八
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
指
導
員
名
簿
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
指

導
員
名
簿
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
九
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
」
を
「
運
転
免
許

取
得
者
等
教
育
認
定
申
請
書
記
載
事
項
変
更
届
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

2　
運
転
免
許
取
得
者
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

3　
運
転
免
許
取
得
者
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
所
在

地4　
運
転
免
許
取
得
者
教
育

の
課
程
の
区
分

5　
運
転
免
許
取
得
者
教
育

の
課
程
の
名
称

2　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

3　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

4　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

の
課
程
の
区
分

5　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

の
課
程
の
名
称

2　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

3　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

4　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

の
課
程
の
区
分

5　
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育

の
課
程
の
名
称


